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電子書籍市場を巡る状況(民間ベース) 

 昨年来、米国における電子書籍市場の拡大や端末発売を契機として、我が国においても電子書籍を巡る機運
が高まり、民間の取組も始まりつつある。 

Reader 

出典：それぞれの公式サイト 

iPad 

Nook 

○米国において電子書籍端末が急速に普及 ○我が国においても、民間の取組が始まりつつある。 

○デジタル化を巡る和解案は未だ成立していない
が、グーグルが米国内で著作権消滅の書籍等(約
300万点)をweb上で提供するサービスを開始。 

出典：それぞ
れの公式サイ
ト 

Reader 

 国内メーカー等からも12月より対応端末が販売され、サービスが
開始された。 

GALAPAGOS 

12月 角川出版 電子書籍サービス開始     

７月 ＫＤＤＩ、ソニー、凸版印刷、朝日新聞社が電子書籍事業を    
提携。 

9月  ドコモ、大日本印刷と連携 

昨年３月 日本電子書籍出版社協会（電書協）設立 

５月 アップル 「iPad」日本国内で販売開始。 

(以降 「iPad」等向け各社による電子書籍の提供が一部開始(一部小
説、雑誌、漫画など)) 

180万冊の著作

権消滅の書籍に
加え、78万冊以

上の書籍が購入
可能。 

本年春頃  中間ファイルフォーマットを策定予定。 

(本年には国内において様々なタブレット端末の発売が予想されている。)    
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Leaf 
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出典：民間動向については報道等による 

 ただし、報道では、国内メーカーの端末機の書籍コンテンツの規模は、12

月時点では2万～3万冊程度と言われており、米国と比較するとコンテンツ数
はまだ少ない。 

報道によれば、
本年末に累計販
売台数が1000万
台に達した模様。 

電子書籍を巡る動きの例 

    国内メーカー等から対応端末が発売 
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• 米国議会図書館において、
所蔵資料(総計１億４，０００
万点)のうち、米国の「歴史資
料」をデジタル化・ウェブ公開
。文書、写真、動画、音声録
音等、１，５００万点をデジタ
ル化済み。 

• Google社はGoogleブックサー
チにより、７００万冊の出版物
をデジタル化済み。 

• 中国国家図書館において、デジタル
化資料７２万冊をウェブ公開し、約１
００万冊をＬＡＮで提供。 

• 対象資料には、現代の中国語図書の他、
音声データ、学術講座、展示なども含まれ
る。 

 

• ヨーロピアナ（EU版オンライン図
書館）において、ＥＵ加盟各国の
図書館、博物館、文書館等１００
以上の機関が参加し、各機関で
デジタル化した資料６００万点を
ウェブ公開。1,000万点の公開を
目指している。 

• ドイツ国立図書館において、著作権 消
滅の資料を中心にデジタル化。 

• 著作権保護期間中の資料のデジタル化に
ついて調査。 

• オンラインで市民がアクセスできるように、
2011年から3万件以上の文化・学術関連施設
が提供するデジタルコンテンツと接続予定。 

 

• 韓国国立中央図書館において、所蔵
資料38万冊、1億ページをデジタル化
し、ウェブ提供している。（うち、１７万
冊、５，３００万ページについては著作
権保護期間内にあるため、図書館の
専用端末でのみ提供）。 

EU 

フランス 

ドイツ 

中国 

韓国 

アメリカ 

日本 

（出典）国会図書館資料等に基づき作成 

国立図書館におけるデジタルアーカイブを巡る状況(過去の資産) 

 各国の国立図書館においては、知のインフラの強化等の観点から、自国の文化資産である過去の所蔵図書等
のデジタル化を推進し、外部提供を進めつつある。 

 

０ 

• 国立国会図書館において、デジ
タル化した明治・大正期の国内刊
行図書１５万冊をウェブ公開。約
90万冊のデジタル化を予定。 

• フランス国立図書館において、９

８万件のデジタル化データをウ

ェブ公開（うち４０万件はテキスト

化）。 

２ 



【課題】 電子書籍を通じたマンガ等の海外展開の促進、電子教材の普及促進、アクセシビリティの向上等 
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端末(ビューアー） 
iPad、Kindle、GALAPAGOS、Reader、スマートフォンなど 

書籍の電子配信に関する課題イメージ 
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民間の電子出版プラットフォーム 

【課題】 

【課題】  

利用者（エンド・ユーザー） 

アップル、アマゾン、グーグル、シャープ、ソ
ニー、各携帯電話会社など 

国立国会図書館 

【課題】 
 

【課題】 

【課題】 

過去の知的資産の外
部への提供 

【課題】 

公立図書館(約３千) 

大学図書館(約１千６百) 

図
書
館
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
在
り
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中間ファイルフォーマット策定・国際標準化、
中小の対応支援等 

契約促進 

最終ファイルフォーマットの日本語対応化、著作
権侵害対策等 

出版者への権利付与、権利処理 

公立図書館等への提供の在り方の検討 

権利処理 

ビジネスとの棲分 

権利処理 

【課題】 

デジタル化の促進 

検索容易化 

電子納本 

【課題】 

電子書籍市場の整備 

電子書籍の活用を通じた経済社会の活性化 

国会図書館のデジタルアーカイブの活用 
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書籍の電子配信に関する論点例① 

  昨年末から、国内メーカーからも電子書籍端末が登場する等、民間の電子書籍ビジネ
スは我が国においても徐々に進みつつあるが、加速化するための取組として何が考えら
れるか。 

1.電子書籍市場の整備 

［方向性の例］ 
○契約基盤の整備 

 出版者への権利付与の是非、出版者-著作者間の契約の促進、電子出版物の契約円
滑化のための仕組みの構築、集中的な権利処理の仕組みの促進、クラウド型配信へ
の対応等 

○ファイルフォーマットの整備 

  マルチプラットフォーム戦略を可能とする中間ファイルフォーマットの策定、最終ファ
イルフォーマット（EPUB等）の日本語対応化、中小出版社による対応への支援等 

○著作権侵害対策 

  技術開発、プロバイダーとの協働による削除の円滑化等 



   ５ 

書籍の電子配信に関する論点例②  

 

 

 

 

 

2.国立国会図書館のデジタルアーカイブの活用 

 知的資産である国立国会図書館のデジタルアーカイブについて、我が国の知的イン
フラの強化、民間の電子書籍市場の加速化、我が国からの知の発信強化の観点から
、デジタル化とともに外部提供を進めていくことが重要ではないか。そのためにはどの
ような措置が必要か。 

［方向性の例］ 
○民間ビジネスとの棲分やwin-win関係構築のためのルールの設定 

 提供主体(公的機関か民間か等)、提供対象範囲(市場流通品を除くか、一定の過去
の作品に限るか等)、利便性の一定の制限(貸出期間の設定や強い著作権保護技術
(DRM)を設定するか等)、料金設定・著作者への対価(料金・対価の水準、権利者への
配分の仕組等)、民間ビジネスとのリンク等 

○公立図書館等を通じた提供 

○膨大な過去のデジタルアーカイブに関する効率的な権利処理 

  集中的な権利処理の仕組み、著作者が不明の場合の過去の著作物に関する裁定
手続き等 

○電子納本の推進 

  上記民間ビジネスとの棲分ルールの設定を含む関係者の合意に基づく仕組みの  
検討 
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書籍の電子配信に関する論点例③  

 

 

 

 

 

3.電子書籍を活用した経済社会の活性化 

  電子書籍を活用し、例えば、我が国のマンガ等の電子書籍の海外展開、電子教材
の普及促進を通じた教育の質の充実、アクセシビリティの改善等、我が国の経済社会
の活性化にどのようにつなげていくか。 

［方向性の例］ 
○マンガ等の電子書籍の海外展開の促進 

  海外向けの電子書籍市場の拡大促進(最終フォーマットに関する諸外国との連携等)、
翻訳支援、海外における著作権侵害コンテンツ対策の強化等 

○電子教材の普及促進 

  電子教材・カリキュラムの開発・普及等 

○アクセシビリティの向上 

  音声読上機能の開発・普及等 



 

１ 背景・目的 

 

 デジタル・ネットワーク社会に対応した知の拡大再生産を実現し、我が国の豊かな出版文化を次代へ着実
に継承しつつ、広く国民が出版物にアクセスできる環境を整備するため、関係者が広く集まり、デジタル・ネッ
トワーク社会における出版物の利活用の推進に向けた検討を行う懇談会（総務省、文部科学省、経済産業
省の副大臣・大臣政務官の共同懇談会）を開催 

  

２ 開催期間 

 

平成２２年３月１７日に第１回会合を開催。６月２８日に一定の取りまとめとして、懇談会報告を発表 

  

 

⇒日本語基本フォーマット（中間（交換）フォーマット）の統一規格の策定・国際標準化及び海外デファクト標準の日本
語対応に向けた取組促進、中小出版社の対応促進の推進 

○デジタル・ネットワーク社会における出版物の円滑かつ安定的な生産と流通のための取組が重要 

デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会 

７ 

○日本語の縦書きやルビに対応し、様々なデバイスで閲覧が可能な日本語の標準フォーマットが必要 

 
 ⇒権利処理の円滑化や、出版者への権利付与に関する検討の実施 

○デジタル・ネットワーク化に対応した図書館サービスの在り方が重要 
 
⇒デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する検討の実施 

参考1 
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国立国会図書館が保有する書籍のデジタルデータ 参考2 

 国立国会図書館では、現在、1968年までの図書等のデジタル化を推進中。 

出典:長尾国立国会図書館館長講演資料より 



   ９ 

出典:国立国会図書館講演資料より 

国立国会図書館の近代デジタルライブラリー 参考3 

 明治・大正期刊行図書約15万冊につき、著作権処理を行った上で画像データによりインターネット上で無償で
閲覧可能としている。 

ライブラリーの閲覧画面 ライブラリーの書誌情報 
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出典:千代田区立図書館HP 

公立図書館におけるネット上の貸出の例 

 公立図書館において、ネット上の貸出の動きが出てきている。例えば、千代田区立図書館では権利者と契約の
上、インターネット上で最大2週間の無償貸出サービス(約4600点)を実施している。 

 また、米国においてもオレゴン州立図書館がWEB上での貸出を開始する等の動きが出てきている 

千代田区立図書館の閲覧イメージ: 

参考4 

オレゴン州立図書館のデジタルライブラリー 

出典:オレゴン州図書館HP 



著作権者が不明の場合に係る権利処理手続きの概要 

    著作権法上、著作権者が不明の場合には文化庁長官による裁定手続きを利用することが可能。著作隣接
権者（実演家等）については、昨年１月より制度の対象となっている。 

二次利用したい著作物の権利者が不明 

権利者を捜す（相当の努力） 

• 当該著作物等が発行・公表された当時の名簿・名鑑
類を２種類以上閲覧 

• ２社以上のネット検索サービスの検索 

• 著作権等管理事業者への照会 

• 著作権登録の確認 

• 同種の著作物等販売業者への照会 

• 権利者団体や学会への照会 

• 日刊新聞への広告掲載或いは（社）著作権情報センタ
ー（CRIC）のホームページに掲載（１件あたり１３８００
円） 

３０日間連絡がない 

文化庁へ裁定申請 

文化庁長官が担保金額を決定 

最寄りの「供託所」に担保金を供託し、利用開始 

文化庁長官が、裁定の可否や補償金額を文化審議会
答申を経て決定、告示 

(申請中利用を行う場合) 

    この過程で権利者に関する何らかの情報（例えば遺族がい
る等）が判明した場合には、連絡先を特定するためのさらな
る調査を試みる必要。 

○  古いコンテンツの場合には、そもそも権利者が死亡している場合も
少なくなく、この場合には遺族等の権利の相続人にあたることにな
るが、そもそも誰に相続されているか或いは分割相続か否か等権
利の所在が明確でないことが多く、連絡先を辿るのは困難な場合
が多い。 

○  国立国会図書館による戦前・戦後前期の図書を扱う場合には平均
２年程度権利者等の探索に要している。  

参考５ 

１１ 


